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嬉野市農業委員会 
 



第 6 期嬉野市農業委員会 第 11 回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １ 五町田立割 外１５筆 R4. 6. 2 決 定 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定（中間管理機構）   

 塩 1～19 
谷所 三本杉 外 29 筆 賃借権・使用貸

借権 
R4. 6. 2 承 認 

 嬉 1～3 
岩屋川内 井手口 外 10 筆 賃借権・使

用貸借権 
R4. 6. 2 承 認 

 市 1～6 五町田立割 外 11 筆 賃借権 R4. 6. 2 承 認 

議案第３号  
農地法第３条の規定による申請の許可に

ついて 
  

 １ 大草野 蓮田 外 2 筆   贈与 R4. 6. 2 許 可 

 ２ 真崎 三本松 外 4 筆  贈与 R4. 6. 2 許 可 

議案第４号  
農地法第４条の規定による申請の承認に

ついて 
  

 １ 吉田 中峰 外 4 筆   植林 R4. 6. 2 許 可 

議案第５号  
農地法第５条の規定による申請の承認に

ついて 
  

 １ 久間 藤原   駐車場及び庭 R4. 6. 2 許 可 

 ２ 下宿 二本杉  一般住宅 R4. 6. 2 許 可 

 ３ 下宿 八反角 外 2 筆 一般住宅 R4. 6. 2 許 可 

 ４ 下宿  外 2 筆 一般住宅  R4. 6. 2 許 可 

 ５ 岩屋川内 田ノ頭   駐車場 R4. 6. 2 許 可 

 ６ 下野 一本杉  太陽光発電設備設置 R4. 6. 2 許 可 

 ７ 吉田 寺田  農家住宅 R4. 6. 2 許 可 

議案第５号  農業者年金加入推進部長の選出について   

     



  第６期嬉野市農業委員会 第１１回定例総会議事録 

 

 

１ 招集年月 日  令和 ４年 ６月 ２日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所 塩田庁舎 ３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会  ６月２日 午後１時３０分 議長 石橋 勇市 
    及 び 宣 告  閉会  ６月２日 午後２時４７分 議長 石橋 勇市 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席 氏  名 出欠 備   考 議席 氏名 出欠 備   考 

会長 石橋 勇市 〇 議   長 ７ 宮﨑 政則 〇  

１ 松元 正行 ○ 議事録署名 ８ 梶原 文雄 ×  

２ 西田 昭義 ×  ９ 永尾 文治 ○  

３ 山口智佐代 〇 議事録署名 １０ 團  達美 〇  

４ 峰  正己 〇  １１ 坂本 健二 ○ 憲 章 朗 読 

５ 中島文二郎 ○  １２    

６ 前田 安一 ○ 事前審査班長  

（事 務 局） 

氏    名 出欠 備    考 氏    名 出欠 備    考 

井 上  章 ○ 局 長 持田 晋作 × 主 査 

永田 良子 ○ 主 査    

農業委員会以外の出席者 ： 農業政策課 副課長 小原 和子 



７ 議 案 

議案第１号 農用地利用集積計画の解約について ・・・・・・・・・・・・・ １１件 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について ・・・・・・・・・・・・・  別添 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について ・・・・・・・・  ２件 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  １件 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・   ７件  

議案第６号 農業者年金加入推進部長の選出について ・・・・・・・・・・・  別紙 

 

 

 

８ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、全員出席であります。定足数に達しておりますので石橋会長の御挨拶

の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号１１番 坂本 健二 委員にお願いし

ます。  

      全員、御起立ください。  

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第６期嬉野市農業委員会第１１回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、議案５０件で、審議事項は５０件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号 １番 松元 正行 委員と 

３番 山口 智佐代 委員 を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

皆さんに、お諮りします。 

農用地利用集積計画の解約について 整理番号１番から１１番までについて、 

一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。） 

それでは、整理番号１番から１１番までについて 事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページから３ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画の解約分 整理番号１番から１１番までについて です。 

貸し手人は 五町田第１の ○○ ○○ 様、外１０名様、 

借り手人は 五町田第２の ○○ ○○ 様、外６名様です。 

所在地は、大字五町田 立割 ○○○○番  外１５筆、 

地目は田畑で、面積は田が １４，８９９㎡、畑が ５２８㎡ 田畑合計で  

１５，４２７㎡です。 

利用権区分は賃借権、使用貸借権で、目的は、米・麦・大豆・茶・野菜・小葱 

です。 

      期間は平成２１年４月３日から令和１２年７月１５日まで で、 

      解約理由は、 自作のため、一部分筆し、農地法第 5条申請にて転用するため、

農地法第５条申請にて転用するため、農地中間管理機構で再設定するため と



いうことです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番から１１番については、原

案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について 整理

番号１番から１１番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

       

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

議  長  別添の表１ページから５ページ 利用権設定塩田町の分です。 

      皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から１９番までについて、一括審議したい 

と思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について 塩田町の分 整理番号１番から 

１９番までについて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表１ページから３ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番から１９番までについて です。 

貸し手人は 福岡県の   ○○ ○○ 様、外１８名様、 

借り手人は 永石の    ○○ ○○ 様、外１３名様です。 

所在地は、大字谷所 三本杉  ○○○○番  外２９筆、 

地目はすべて田で、面積は合計で３４，０２７㎡ 

です。 

利用権は、賃借権と使用貸借権で、期間は 1 年から 20 年で、新規及び再設定で

す。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から 19 番までについて、質疑を行ないま

す。質問、意見はありませんか。 

委  員  １９番の○○○○さんと○○さんは親子やろ 

農業政策課  親子です。経営は別になっています。 



議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番から 19 番ま

でについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 利用権設定について塩田町の分  

整理番号１番から 19 番までについては、原案のとおり承認することに決定しま

した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表４ページ、利用権設定 嬉野町の分です。 

お諮りします。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から３番までについて、一

括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から３ 

番までについて農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表４ページをご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から３番についてです。 

貸し手人は 上岩屋の  ○○ ○○ 様 外２名様、 

借り手人は 上岩屋の  ○○ ○○ 様 外２名様です。 

所在地は、大字岩屋川内 井手口 ○○○○番 外１０筆、 

地目は田と畑、田の面積が５，６３９㎡、 

畑の面積が１，８２８㎡、田畑合計で７，４６７㎡です。 

利用権は賃借権と使用貸借権で、期間は 5 年から１０年で新規及び再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から３番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から３番までに

ついては、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 利用権設定について、嬉野町の分 

整理番号１番から３番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



議  長  次に、別添の表５ページ、利用権設定 嬉野市の分です。 

お諮りします。農用地利用集積計画一括方式嬉野市の分整理番号１番から６番

までについて、一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。この案件は○○委員の申請もありますので、嬉野市農業 

委員会総会会議規則第２０条の規定により、審議開始から終了まで退室し、審 

議終了後に入室・着席ください。（○○委員退室） 

農用地利用集積計画一括方式嬉野市の分 整理番号１番から６番までについ

て農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表５ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画一括方式嬉野市の分 整理番号１番から６番についてです。 

貸し手人は 五町田第３の  ○○ ○○ 様 外５名様、 

借り手人は 農事組合法人 ○○○○ 様  

外 1 名様です。 

所在地は、大字五町田 立割 ○○○○番 外１１筆、 

地目はすべて田、面積は合計で１７，９３３㎡です。 

利用権は全て賃借権で、期間は３年５か月から１０年で新規及び再設定です。 

公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○様が、転貸人であります。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、農用地利用集積計画一括方式嬉野市の分 整理番号１番から６番に

ついて、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  かちきは１万円ですかね。米でしてあるところもあっとですけど。 

農業政策課  反当り１万円になっています。 

委  員  １万円てきまっとっとですか。品物でもよかと。 

農業政策課  １万円がおおいですけども、品物の所もあります。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。農用地利用集積計画一括方式嬉野市の分

整理番号１番から６番までについては、原案のとおり承認することに異議の無い

委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画一括方式の決定 嬉野市の分 整理番号１

番から６番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

（宮﨑委員入室） 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 



議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４ページ、整理番号１番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 南上の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 南上の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字大草野 蓮田
は す だ

 ○○○○番、 外２筆 地目はすべて田、      

面積は１，５８４㎡  

譲渡理由は労力不足のため、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

なお補足としまして、申請の３筆は、平成 24年 6月 1 日から令和 4年 5月 31

日まで、両者で賃借権の設定をされておりました。 

図面は５ページと６ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

事 務 局  整理番号２番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 大牟田の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 大牟田の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字真崎  三本松  ○○○番、外４筆  地目は田畑、       

田が５，９２８㎡ 畑が２４９㎡ 田畑合計で４，３４９㎡ です。 

譲渡理由は生前一括贈与のためです。 

図面は７ページと８ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  親子関係やろ 

事 務 局  そうです。 

委  員  生前の一括贈与と言うことですが、昔は年金のための贈与と言うことだったん 

ですけども、これはその他になにか理由があるのかと、国税の生前の一括贈与

の特例があると思いますので、それを利用されているのかどうか。 



事 務 局  年金については、お母さんの７５歳で後、土地とかは全部息子さんの名義に変

えられていると言われていましたので、年金関係ではないかと思います。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書９ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 峯区自治会 ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字吉田 中峰 ○○○○番 外４筆 地目はすべて畑、 

面積は、８，２４６㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は植林です。 

事由は、区で管理していた茶畑だったが、耕作者が年々減り、今後の管理も困

難であるため、植林し管理していきたい ということです。 

東は道路・畑、西は畑・山林、南は畑、北は道路・畑 です。 

      図面は本日配布しました図面をご覧ください、写真はスクリーンをご覧くださ

い。以上です。 

議  長  峰 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  事前審査ご苦労様でした。ここは、中山間のあれでしてきたんですけど、誰で

も年齢がいってですね、あとする人が減ってきたので、今のうちに植林してで

すね、出来り限りと言うことでしたので宜しくお願いします。 

議  長  それでは、前田班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  今、言われた通りですね、中山間地域でみかんのパイロットと言うことで事業

を始めて、それからみかんがダメになって、次にお茶、お茶も高齢化が進ん

だ中で、今から杉を植えたいと言うことで、すごい地域のモデルになるよう

ないろんな取り組みをされているなあと思いました。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   補助金とかは 

事 務 局   森林組合の方で補助金をもらうように言われていました。 



議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１２ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 万才の ○○ ○○ 様、  

譲受人は 武雄市北方町の ○○ ○○ ・○○ ○○ 様、 

所在地は、大字久間 藤原 ○○○○番、地目は畑、面積は２３２㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場及び庭です。 

      事由は、中古住宅の購入にあたり、隣接の申請地を利用し、駐車場・庭・花壇

として転用したい ということです。 

東は道路、西・南は畑、北は道路 です。 

売買価格は、反当たり 1,392,241 円、全体で 323,000 円です。 

図面は１４ページと１５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  中島 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ○○さんは２０年程前に大草野から来られたんですけども、長男さんが亡くな

ったと言うことで、実家に帰らんばいかんと言うことで、空けんばいかんごとな

ったと。北方町の○○さんが購入されたんですけども、○○○○を分割して 

     ○○○○を駐車時として利用したいということで、５反要件もありますので、 

ここを駐車場として利用したいということですので宜しくお願いします。 

議  長  事前審査の結果について、前田委員、班長として報告をお願いします。 

班  長   場所は、久間の工業団地の先で今から家が建っていくところでございました。

先ほど中島委員さんの言われた通りで、嬉野市の空き家バンクに登録したらで

くっとじゃなかなねと思ったんですけど、しとんしゃれんと言うことですので、

雑種地にして駐車場としてしたいと言う申し出がありましたということです

ので、審議のほどよろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 



議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 下宿の    ○○ ○○ 様、  

借受人は 武雄市武雄町 ○○ ○○ 様   です。 

所在地は、大字下宿 二本杉 ○○○○番 、地目は畑、 

面積は３９２㎡です。 

農地区分は第３種農地（第１種住居地域）、用途目的は一般住宅です。 

      事由は、現在武雄市に居住していますが、今回両親宅の隣接地（申請地）に新

居を建設したく、住宅用地として転用したい とうことです。 

東は道路・宅地、西は畑・里道、南は畑・宅地、北は道路 です。 

この契約は親子間の使用貸借です。 

図面は１６ページから１７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  事務局から説明があったとおりですね、ここに息子さんが家を建てたいと言う

ことで、隣ですので、いいと思いますけど、道路の所から引くと言うことですの

で、建てられるということです。下水道、排水も別に問題ありませんので、よろ

しくお願いします。 

議  長  前田委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  團委員が申された通り、下水道も整備されておりました。場所は、嬉野警察署

の前、○○○○さん宅の前らへんでした。場所的には一等地でそのままの状態で

建てると言われました。審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      譲渡人は 下宿の ○○ ○○ ・○○ ○○ 様、  

譲受人は 三坂の ○○ ○○ 様 です。 

所在地は、大字 下宿 八反角 ○○○○番 外２筆、地目は田・畑・原野 

（現況畑）、面積は合計で 459 ㎡です。 

農地区分は第３種農地（近隣商業地域）、用途目的は一般住宅です。 

事由は、昨年の豪雨による土砂災害で立退き移転となり、現在はアパートに借

住まいとなっております。申請地に住宅を新築するため転用したい とうこと

です。 

東は宅地、西は道路・宅地、南は宅地、北は道路 です。 

売買価格は、反当り 15,141,612 円 全体で 6,950,000 円です。 

図面は１８から１９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  山口 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  元々不動山の大舟地区に住まわれていた方です。今、事務局の方から説明があ

ったとおり、昨年の豪雨の方で被害にあわれたかたでした。家を探されていた時

にたまた○○さんと兄弟関係になられる方ですけど、話があったために、そっち

の方で住宅を建てるということで、決められたそうです。排水関係しっかりして

て別に問題は無いと思いました。よろしくお願いします。 

議  長  坂本 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  別に何もありません。 

議  長  前田 委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  山口委員さんが言われた通りですね、不動山の大舟地区から水害でこちらに来

られたということで、別に排水関係も異常なかったということで、御審議のほど

よろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１３ページ、整理番号４番です。 



      譲渡人は 井手川内の ○○ ○○ 様、  

譲受人は 武雄市武雄町の ○○ ○○ 様 ・○○ ○○ 様 

所在地は、大字下宿 ○○○○番 外 1 筆  地目はすべて畑、 

面積は、全体で 231 ㎡です。 

農地区分は第３種農地（第一種中高層住居専用地域）、用途目的は一般住宅で 

す。 

      事由は、現在アパートに住んでおり新築に際して土地を探していたところ、親

族の所有する当該地が条件も良く適地であったため、住宅用地として転用した

い ということです。 

東は宅地・道路、西は畑・宅地、南は道路、北は宅地 です。 

売買価格は、反当り 31,588,745 円 全体で 7,297,000 円です。 

図面は２０ページから２１ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  山口 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  排水関係も問題なく、一等地の場所です。問題ないと思います。どうかよろし

くお願いします。 

議  長  坂本 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  農地が一部残りますけども、農地は、譲渡人の農地でございますので、全然問

題ないと思います。譲渡人は○○さんのおじいちゃんになられます。他は全く問

題ないと思います。 

議  長  前田 委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  福田病院の先の一等地の場所でありました。隣との隣接と言うことで、２ｍほ

どあかして家を建てると言うことで問題ないと思います。御審議のほどよろしく

お願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 5 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号 5 番です。 

      譲渡人は 埼玉県越谷市の ○○ ○○  様  

  譲受人は 下岩屋１区の  ○○ ○○  様です 

所在地は、大字岩屋川内 田ノ頭 ○○○○番  地目は田、 



面積は 156 ㎡ です。 

農地区分は第１種農地、用途目的は駐車場です。 

      事由は、令和 3 年 5 月に農地法第 5 条許可を受け○○○○に住宅を建設しま

した。申請地は、農振除外の申請にて許可を得たので、駐車場として利用する

ため転用したい ということです。 

       東は道路、西は宅地、南は宅地・田、北は宅地 です。 

売買価格は、反当たり 3,019,231 円、全体で 471,000 円です。 

図面は２２ページから２３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  永尾 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  申請地から３０センチの高さですので問題ないと思います。よろしくお願いし

ます。 

議  長  前田 委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  永尾委員さんが言われた通り、問題ないと思います。前の道があるんですけど

ね、繋がっとらんということで、ここからと言うことでありました。審議のほど

よろしくお願いいたします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 5 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 5 番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 6 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号 6 番です。 

      譲渡人は 福岡県小郡市の ○○ ○○  様  

  譲受人は 鹿島市の  ○○ ○○  様です 

所在地は、大字下野 一本杉  ○○○○番  地目は田、 

面積は 420 ㎡。 

農地区分は第 2 種農地、用途目的は、太陽光発電設備設置 です。 

      事由は、申請地は現在休耕地である。土地の有効利用のため、太陽光発電設備

として転用したい ということです。 

       東は田、西は宅地、南は道路、北は宅地・田 です。 

売買価格は、反当たり 200,000 円、全体で 84,000 円です。 

図面は２４ページから２５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 



以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ○○○○さんて実家はこっちにありましたけど、そこも潰れてしまっているよ

うです。上下 2 枚の水田と聞きましたけど、奥の方に○○○○さんが耕作されて

いまして、そこを通らないと奥のほうに行かれないと言うことで、この前、○○

さんと、私と○○○○さんおんさったし、○○○○やと思いますけど、太陽光を

される方ですね、４人で語って奥の方に通る道をお願いしますと言うことで、電

信柱のあったですもんね、その下を通ってくるようにしますと言うことで、今、

電信柱のあっでしょ、そことこっちの支柱と斜め立っとでしょそこの中間である

と言うことで○○さんもそれでいいと言うことで、納得されたようです。そう言

った承諾を受けておりますので、○○さんが通るように道路を造ると言うことで

ですね、言っておられましたので、太陽光としては大丈夫と思います。よろしく

お願いします。 

議  長  前田 委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  さっき、團委員が言われた通りです。奥の田んぼに入る道を造ってくださいと

言うことと、溝がそこにありましたので、これをどうするんですかと聞いたら、

何もひねらんと言うことで、そのまま現況のまま太陽光を付けると言ことです。

以上です、審議のほどよろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ここは問題のあっごたんね。太陽光はよかばってんが、もういっちょこっち側 

に、公衆道路て書いちゃろがそこまで○○さんの土地なんですよ。そこんたい

ちょっとね。解決してやらんぎ、後で問題になよ。て思うばってん。 

地域担当・班長  権利は、○○さんのものになっとるけんね。買うとっさっけん。 

      道路が○○○○さんの土地になっとると言うことで、自分もちょっと、 

      多分、区長さんたちと話し合われると解決せんと思います。 

委  員  ○○○○も買うとんさってですか。 

地域担当・班長  ○○さんが全部買うとんさです。 

委  員  太陽光の配置は 

事 務 局  ６６枚ぐらいです。ここは、余剰売電です。 

委  員  ○○○○です公衆用道路これを○○さんが買われると、いうことであればです

よこの道路は、住宅に行ったり、農地に行ったり地域の方が、通っておられ

る道路と思いますけど、ここを個人で取得されるとなりますと、当然通させ

んては言いいんされんて思いますが、修繕賃とかですよ、有料にすると言う

こともありゆるとでしょ。 

地域担当・班長   そいわですね、○○さんの説明ではですね、市に言うても市は買いきらんて

言うたらしかですもんね。それで、奥の方に１０件ぐらいあるかな、その人

たちが、ここを通らせんて言うぎにゃですね、生活的に困ると思いますけど、

そこまではせんて○○さんは言いいんさったとですよ。区長さんと話はしよ



んさっていうはなしですよ。 

委  員   ここは、市道ですか。 

委  員   里道です。 

委  員   ○○さんのほうに権利はあっですよ。公衆用道路でも個人名義であればです 

ね。ここを通うせんばいて言われる可能性はあるたいね。今は、よかて言い 

ながらも最終的には、何か問題のあった時のは通らせんよて、公衆道路でも 

そこは早くどうにかせんばいかんとじゃなか。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 6 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 6 番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号７番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号７番です。 

      譲渡人は 福岡県春日市の ○○ ○○  様  

  譲受人は 両岩の  ○○ ○○  様です 

所在地は、大字吉田 寺田  ○○○○番  地目は田、 

面積は 1,381 ㎡。 

農地区分は第１種農地、用途目的は、農家住宅 です。 

      事由は、宅地が老朽化し、現在地に改築を検討していたが、急傾斜地及び土石

流の特別警戒区域に該当し、杵藤土木事務所から現在地での改築の許可は厳し

いと指摘された。危険性が少ない申請地に住宅及び農業用機械倉庫等を築造し

移転したい ということです。 

       東は水路・田、西は水路・宅地、南は田、北は水路 です。 

売買価格は、反当たり 506,879 円、全体で 700,000 円です。 

図面は２６ページから２７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  峰 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  今、事務局から言われたとおりですね、今のところは、裏ががけでレッドゾー

ンに入っけん、同じ部落のなかでですね、探しておられたところが、こういう広

い土地でですね。農業もたくさんしておられてますので、農業倉庫とかいられる

ので宜しくお願いします。 

議  長  前田 委員、班長としての報告をお願いします。 



班  長  農地としては素晴らしいところです。農振地除外を申請されていると言うこと

で、審議のほどよろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  面積的にはよかとかな 

事 務 局  農家住宅なので。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号７番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号７番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 
 

議  長  次に、議案第６号 農業者年金加入推進部長の選出について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案第６号 農業者年金加入推進部長の選出についてです。 

      まず昨年度の佐賀県内及び嬉野市の農業者年金加入状況について説明したあ

と、議案に入らせていただきます。 

       農業者年金の制度については皆様ご存知と思いますが、農業者年金の加入推

進については、農業委員会と JA が連携して行うこととなっており、毎年佐賀

県農業会議から各市町に加入目標人数が設定されています。昨年度の佐賀県内

の加入者は、目標５７人に対し加入者は５８人となっています。 

      一方で、嬉野市内の加入者は目標数２名に対し１名加入となっており、目標達

成には至りませんでした。 

このような流れの中、今年度の嬉野市における加入者目標数は３人と定められ

ました。目標を達成するためというよりは、農業者にとって有益である農業者

年金を広く伝え、老後の生活の安定につなげていくために農業者年金の加入推

進を行っていきたいと考えています。 

 

      加入推進にあたっては、地域における加入推進活動のリーダーとして加入推進

部長を選定するよう定められています。嬉野市では例年農業委員会から嬉野地

区担当と塩田地区担当をそれぞれ１名選定しており、農業委員会との情報共有

や加入推進の対象者への個別訪問対応等にご尽力いただいています。 

「制度の普及と加入推進に意欲を持つ」方であることを求められているため、

まずは我こそはと思っていただいている方の立候補を募り、おられない場合は



委員による互選での選出をお願いいたします。 

令和３年度の推進部長は、嬉野地区が團委員、塩田地区が宮﨑委員に担当して

いただいており、加入推進活動として農家への制度説明や個別訪問等を行って

いただきました。 

事務局より説明は以上です。 

議  長  ただいまの事務局説明のとおり、農業者年金加入推進部長を選出したいと思い

ます。 

      従前の例におり、塩田町及び嬉野町の両地区に１人ずつの農業者年金推進部長 

を置くこととして、２人を選出したいと思います。異議はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、農業者年金加入推進部長を２人選出します。 

      選出方法については、まず立候補を募ります。立候補者がいない場合は本委 

員会会長が指名し、本日出席の委員の同意を得て決定したいと思います。異議

はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  異議なしと認めます。 

      それでは、立候補について確認いたします。農業者年金加入推進部長に立候補 

     される方は、挙手をお願いします。 

      （挙手がなかった場合） 

      立候補者はおられないようですので、農業者年金加入推進部長の選出方法は、

会長が指名し、本日出席の委員の同意によることとします。 

 では、指名します。宮﨑政則委員及び團 達美委員のお二人を指名します。 

 ただいま指名した宮﨑政則委員及び團 達美委員を農業者年金加入推進部長 

として選出することに異議のない委員は挙手をお願いします。 

委  員  ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手により、異議なしと認めます。全員同意であります。 

      よって、宮﨑政則委員及び團 達美委員を農業者年金加入推進部長として選出 

します。 

 宮﨑政則委員及び團 達美委員、宜しくお願いします。 

 
＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 
 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第６期嬉野市農業委員会第１１回定例総会を閉会します。 

（ 午後 ２ 時 ４７分 閉会 ） 


